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町田市原町田一丁目自動車駐車場に関する条例の一部を改正する条例 

町田市原町田一丁目自動車駐車場に関する条例（平成５年６月町田市条例第１６

号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２４条の２第１項その他法令の規定に基づき駐車料金を徴収する」を

「第２条第２項第６号に規定する道路の附属物である」に、「定める」を「定めるも

のとする」に改める。 

第３条から第５条までを次のように改める。 

（指定管理者による管理） 

第３条 駐車場の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）に行わせるものとする。 

 （開場日及び利用時間） 

第４条 駐車場の開場日は、毎日とする。 

２ 駐車場を利用できる時間（次項において「利用時間」という。）は、午前零時か

ら午後１２時までとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、

臨時に休場日を定め、又は利用時間を変更することができる。ただし、指定管理者

が臨時に休場日を定め、又は利用時間を変更するときは、市長の承認を受けなけれ

ばならない。 

 （駐車できる自動車） 

第５条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法（昭和２６年法律

第１８５号）第３条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車であって、町

田市規則で定めるものとする。 

第６条の見出し中「の額等」を削り、同条第１項から第３項までを次のように改め

る。 

駐車場の利用に係る料金（以下「駐車料金」という。）の額は、２０分までごと

に１００円の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。 
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２ 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用できる期間を定めた駐車券（以

下この条において「定期駐車券」という。）を発行することができる。ただし、原

町田一丁目駐車場については、次に掲げる日においては、定期駐車券を利用するこ

とはできないものとする。 

（１）日曜日及び土曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（３）１月２日及び同月３日並びに１２月２９日から同月３１日までの日 

３ 定期駐車券に係る駐車料金の額は、次の各号に掲げる駐車場の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める

ものとする。 

（１）原町田一丁目駐車場 １月当たり９，４２０円 

（２）原町田一丁目第２駐車場 １月当たり１８，８５０円 

第６条第４項及び第５項を削り、同条第６項中「市長は、前項に規定する」を「指

定管理者は、」に改め、同項を同条第４項とし、同条第７項中「市長は、第５項に規

定する」を「指定管理者は、」に改め、同項を同条第５項とし、同項の次に次の２項

を加える。 

６ 駐車場を利用する者は、駐車場から自動車を退場させるときに駐車料金を支払わ

なければならない。ただし、定期駐車券に係る駐車料金については、これを購入す

るときに支払わなければならない。 

７ 市長は、指定管理者に駐車料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。 

 第６条第８項を削る。 

第７条を削る。 

第８条第１項第１号を次のように改める。 

（１）駐車場の利用の承認等に関すること。 

 第８条を第７条とし、第９条を第８条とする。 

第１０条第１項中「第８条」を「第７条」に、「き損」を「毀損」に改め、同条を
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第９条とする。 

第１１条第３号中「第９条第３項」を「第８条第３項」に改め、同条を第１０条と

し、同条の次に次の１条を加える。 

（駐車料金等の表示） 

第１１条 指定管理者は、次に掲げる事項を表示するため、駐車場を利用しようとす

る者の見やすい場所に標識を設けなければならない。 

（１）駐車料金の額 

（２）駐車することができる時間 

（３）駐車料金の徴収方法 

（４）前３号に掲げるもののほか、駐車場の利用に関し必要な事項 

第１２条を削り、第１３条を第１２条とし、第１４条を第１３条とし、第１５条を

第１４条とする。 

第１６条第２号中「き損する」を「毀損する」に改め、同条を第１５条とする。 

第１７条第２号中「き損する」を「毀損する」に改め、同条第３号中「みだす」を

「乱す」に改め、同条を第１６条とし、第１８条を第１７条とし、第１９条を第１８

条とする。 

第２０条を削り、第２１条を第１９条とする。 

別表を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３２年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の第３条に規定する指定管理者の指定及びこの条例の施行

の日以後の自動車駐車場の利用に関し必要な手続その他の行為は、同日前において

も、この条例による改正後の町田市原町田一丁目自動車駐車場に関する条例の例に
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より行うことができる。 

 （回数駐車券及びパーキングカードに関する経過措置） 

３ この条例による改正前の第６条第２項の規定により市長が発行した回数駐車券及

びパーキングカードは、この条例の施行の日以後においても、なお使用することが

できる。 

 （町田市自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識に関する条例の廃止） 

４ 町田市自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識に関する条例(平成２４年３

月町田市条例第２５号)は、廃止する。 
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＿部分は改正部分 

町田市原町田一丁目自動車駐車場に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、道路法（昭和２７年法律

第１８０号）第２条第２項第６号に規定する

道路の附属物である自動車駐車場（以下「駐

車場」という。）の設置及び管理について必

要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、道路法（昭和２７年法律

第１８０号）第２４条の２第１項その他法令

の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐

車場（以下「駐車場」という。）の設置及び

管理について必要な事項を定める。 

（指定管理者による管理） （料金徴収開始の日） 

第３条 駐車場の管理は、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に

規定する指定管理者（以下「指定管理者」と

いう。）に行わせるものとする。 

第３条 市長は、駐車場に自動車を駐車させる

者から駐車料金を徴収しようとする場合は、

駐車場の駐車料金の徴収開始の日を告示しな

ければならない。 

 ２ 市長は、前項の規定により告示した日を変

更しようとする場合は、その旨を告示しなけ

ればならない。 

（開場日及び利用時間） （利用時間等） 

第４条 駐車場の開場日は、毎日とする。 第４条 駐車場を利用できる時間は、午前零時

から午後１２時までとする。 

２ 駐車場を利用できる時間（次項において「利

用時間」という。）は、午前零時から午後１

２時までとする。 

２ 原町田一丁目駐車場の開場時間（駐車場に

おいて自動車の入場及び退場ができる時間を

いう。以下この項において同じ。）は、午前

６時から午後１１時までとし、原町田一丁目

第２駐車場の開場時間は、午前零時から午後

１２時までとする。ただし、特別の理由があ

ると市長が認めるときは、これを変更するこ

とができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長又は指定

管理者は、必要があると認めるときは、臨時

に休場日を定め、又は利用時間を変更するこ

とができる。ただし、指定管理者が臨時に休

場日を定め、又は利用時間を変更するときは、

市長の承認を受けなければならない。 

 

（駐車できる自動車） （休場日等） 

第５条 駐車場に駐車することができる自動車

は、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８

５号）第３条に規定する普通自動車、小型自

動車及び軽自動車であって、町田市規則で定

めるものとする。 

第５条 駐車場（原町田一丁目駐車場に限る。）

の休場日は、１月１日とする。 
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＿部分は改正部分 

町田市原町田一丁目自動車駐車場に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

 ２ 前項に規定する日のほか、市長は、駐車場

の補修その他管理上必要があると認めるとき

は、臨時に休場日を設け、又は駐車場の全部

若しくは一部の利用を休止することができ

る。 

（駐車料金） （駐車料金の額等） 

第６条 駐車場の利用に係る料金（以下「駐車

料金」という。）の額は、２０分までごとに

１００円の範囲内において、指定管理者が市

長の承認を得て定めるものとする。 

第６条 駐車場の駐車料金の額は、別表のとお

りとする。 

２ 指定管理者は、必要があると認めるときは、

利用できる期間を定めた駐車券（以下この条

において「定期駐車券」という。）を発行す

ることができる。ただし、原町田一丁目駐車

場については、次に掲げる日においては、定

期駐車券を利用することはできないものとす

る。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、回数

駐車券、パーキングカード及び定期駐車券を

発行することができる。 

（１） 日曜日及び土曜日  

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日 

 

（３） １月２日及び同月３日並びに１２月

２９日から同月３１日までの日 

 

３ 定期駐車券に係る駐車料金の額は、次の各

号に掲げる駐車場の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額の範囲内において、指定管

理者が市長の承認を得て定めるものとする。 

３ 回数駐車券の種類及び額は、次に掲げると

おりとする。 

 （１） 原町田一丁目駐車場 １月当たり９，

４２０円 

（１） １００円券２０券 ２，０００円 

 （２） 原町田一丁目第２駐車場 １月当た

り１８，８５０円 

（２） ３００円券２０券 ６，０００円 

 （３） ６００円券２０券 １２，０００円 

 ４ パーキングカードの種類及び額は、次に掲

げるとおりとする。 

 （１） ３，３００円相当分 ３，０００円 

 （２） ６，６００円相当分 ６，０００円 

 ５ 定期駐車券の種類及び額は、次に掲げると

おりとする。 
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＿部分は改正部分 

町田市原町田一丁目自動車駐車場に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

 （１） 原町田一丁目第２駐車場全日定期駐

車券 １８，８５０円 

 （２） 原町田一丁目駐車場平日定期駐車券

 ９，４２０円 

４ 指定管理者は、定期駐車券を発行するとき

は、定期駐車券によらない駐車場の利用に支

障のない範囲で発行しなければならない。 

６ 市長は、前項に規定する定期駐車券を発行

するときは、定期駐車券によらない駐車場の

利用に支障のない範囲で発行しなければなら

ない。 

５ 指定管理者は、定期駐車券の発行に当たっ

ては、駐車の場所を特定し、又は優先して駐

車することができる旨の特約をすることはで

きない。 

７ 市長は、第５項に規定する定期駐車券の発

行に当たっては、駐車の場所を特定し、又は

優先して駐車することができる旨の特約をす

ることはできない。 

６ 駐車場を利用する者は、駐車場から自動車

を退場させるときに駐車料金を支払わなけれ

ばならない。ただし、定期駐車券に係る駐車

料金については、これを購入するときに支払

わなければならない。 

 

７ 市長は、指定管理者に駐車料金を指定管理

者の収入として収受させるものとする。 

 

 ８ 第１項に規定する駐車料金並びに第３項か

ら第５項までに規定する回数駐車券、パーキ

ングカード及び定期駐車券の額には、消費税

法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する

消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）に規定する地方消費税を含むものとす

る。 

 （指定管理者による管理） 

 第７条 駐車場の管理は、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に

規定する指定管理者（以下「指定管理者」と

いう。）に行わせるものとする。 

（指定管理者が行う業務） （指定管理者が行う業務） 

第７条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う

ものとする。 

第８条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う

ものとする。 

（１） 駐車場の利用の承認等に関すること。 （１） 駐車料金の徴収並びに回数駐車券、

パーキングカード及び定期駐車券の販売に

関すること。 

- 3 -

-  -0123456789



＿部分は改正部分 

町田市原町田一丁目自動車駐車場に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（２）～（４） 略 （２）～（４） 略 

（指定管理者の指定等） （指定管理者の指定等） 

第８条 略 第９条 略 

（個人情報の保護） （個人情報の保護） 

第９条 指定管理者は、第７条に規定する業務

を行うに当たり町田市個人情報保護条例（平

成元年３月町田市条例第５号）に定める個人

情報を取り扱うときは、当該個人情報の漏え

い、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適

正な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

第１０条 指定管理者は、第８条に規定する業

務を行うに当たり町田市個人情報保護条例

（平成元年３月町田市条例第５号）に定める

個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の

漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報

の適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 略 ２ 略 

（指定管理者の指定の取消し等） （指定管理者の指定の取消し等） 

第１０条 市長は、指定管理者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、指定管理者の指定

を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全

部若しくは一部の停止を命ずることができ

る。 

第１１条 市長は、指定管理者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、指定管理者の指定

を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全

部若しくは一部の停止を命ずることができ

る。 

（１）・（２） 略 （１）・（２） 略 

（３） 第８条第３項に規定する基準を満た

さなくなったとき。 

（３） 第９条第３項に規定する基準を満た

さなくなったとき。 

（４） 略 （４） 略 

（駐車料金等の表示）  

第１１条 指定管理者は、次に掲げる事項を表

示するため、駐車場を利用しようとする者の

見やすい場所に標識を設けなければならな

い。 

 

（１） 駐車料金の額  

（２） 駐車することができる時間  

（３） 駐車料金の徴収方法  

（４） 前３号に掲げるもののほか、駐車場

の利用に関し必要な事項 

 

 （駐車料金の徴収方法） 

 第１２条 指定管理者は、駐車場から自動車を

退場させようとする者から駐車料金を徴収す

る。ただし、回数駐車券、パーキングカード
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＿部分は改正部分 

町田市原町田一丁目自動車駐車場に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

及び定期駐車券に係る駐車料金については、

これらを販売するときに徴収する。 

（駐車料金の不還付） （駐車料金の不還付） 

第１２条 略 第１３条 略 

（駐車料金の不徴収） （駐車料金の不徴収） 

第１３条 略 第１４条 略 

（駐車料金の減免） （駐車料金の減免） 

第１４条  第１５条  

（駐車の拒否） （駐車の拒否） 

第１５条 指定管理者は、次の各号のいずれか

に該当する場合においては、駐車を拒否する

ことができる。 

第１６条 指定管理者は、次の各号のいずれか

に該当する場合においては、駐車を拒否する

ことができる。 

（１） 略 （１） 略 

（２） 駐車場の施設又は設備を汚損し、又

は毀損するおそれのあるとき。 

（２） 駐車場の施設又は設備を汚損し、又

はき損するおそれのあるとき。 

（３） 略 （３） 略 

（禁止行為） （禁止行為） 

第１６条 駐車場においては、次に掲げる行為

をしてはならない。 

第１７条 駐車場においては、次に掲げる行為

をしてはならない。 

（１） 略 （１） 略 

（２） 駐車場の施設又は設備を汚損し、又

は毀損すること。 

（２） 駐車場の施設又は設備を汚損し、又

はき損すること。 

（３） 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為 （３） 公の秩序又は善良な風俗をみだす行

為 

（４）・（５） 略 （４）・（５） 略 

（損害賠償） （損害賠償） 

第１７条 略 第１８条 略 

（事故等の免責） （事故等の免責） 

第１８条 略 第１９条 略 

 （割増金） 

 第２０条 市長は、詐欺その他不正な行為によ

り、駐車料金の徴収を免れた者から、その免

れた額のほか、その額の２倍に相当する額を

割増金として徴収する。 

（委任） （委任） 
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＿部分は改正部分 

町田市原町田一丁目自動車駐車場に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

第１９条 略 第２１条 略 

 別表（第６条関係） 

 
区分 金額 

基本料金 最初の２０分まで１００円 

以後２０分までごとに１００

円 

割引料金 １回１，５００円 

原町田一丁

目駐車場夜

間料金 

１回７００円 

原町田一丁

目第２駐車

場夜間料金 

最初の６０分まで１００円 

以後６０分までごとに１００

円 

原町田一丁

目第２駐車

場全日定期

駐車料金 

１８，８５０円 

原町田一丁

目駐車場平

日定期駐車

料金 

９，４２０円 

 

 備考 

 １ 「基本料金」とは、午前６時から午後

１１時までの利用に係る駐車料金をい

う。 

 ２ 「割引料金」とは、午前６時から午後

１１時までのうち、１回の利用時間が５

時間を超える場合の駐車料金をいう。 

 ３ 「原町田一丁目駐車場夜間料金」とは、

原町田一丁目駐車場を午後１１時から翌

日の午前６時まで利用する場合の駐車料

金をいう。 

 ４ 「原町田一丁目第２駐車場夜間料金」

とは、原町田一丁目第２駐車場の午後１

１時から翌日の午前６時までの利用に係
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＿部分は改正部分 

町田市原町田一丁目自動車駐車場に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

る駐車料金をいう。 

 ５ 「平日」とは、次に掲げる日以外の日

をいう。 

 （１） 日曜日及び土曜日 

 （２） 国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休

日 

 （３） １月２日及び同月３日並びに１

２月２９日から同月３１日まで 

 ６ 「原町田一丁目第２駐車場全日定期駐

車料金」とは、原町田一丁目第２駐車場

の１月当たりの駐車料金をいう。 

 ７ 「原町田一丁目駐車場平日定期駐車料

金」とは、原町田一丁目駐車場（平日に

限る。）の１月当たりの駐車料金をいう。 
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